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PFS/SIBの概要の紹介

PFSは、地方公共団体等が事業者に業務委託する際に、事業実施方法について事業者に一
定の裁量を持たせた上で、委託料を事業の成果指標の達成状況に連動させる仕組みです

✓地方公共団体等が、民間事業者に委託等して実施させる事業のうち、

✓その事業により解決を目指す「行政課題」に対応した「成果指標」が設定され、

✓地方公共団体等が当該行政課題の解決のためにその事業を民間事業者に委託等した際に支払う額等が、
当該成果指標の改善状況に連動する事業

PFS/SIB
の定義

※PFS/SIBの事業スキームにおけるそれぞれの主体間の関係等は、個々の事業によって異なることに留意する必要があります。

地方公共団体

【従来の委託スキーム】

①委託等
③予め定めた額の支払い

※仕様に則り業務を実
施すれば、成果に関わら
ず定額支払い

民間事業者

地域住民等

②サービス提供

【PFSのスキーム（一例）】

地方公共団体

民間事業者

地域住民等

①委託等
⑤成果払い

②サービス提供

評価機関

④評価報告

③成果の評価

（出所）内閣府「成果連動型民間委託契約方式（PFS：Pay For Success）とは」（ https://www8.cao.go.jp/pfs/pfstoha.html）をもとに作成

https://www8.cao.go.jp/pfs/pfstoha.html
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PFSとSIBの事業スキームの違い

SIBは、PFSによる事業スキームに民間資金提供者から資金調達を行う工程を組み合わせた
ものを指しますが、ベースとなる事業スキームは同様です

（出所）内閣府「成果連動型民間委託契約方式（PFS：Pay For Success）とは」（ https://www8.cao.go.jp/pfs/pfstoha.html）をもとに作成

※PFS/SIBの事業スキームにおけるそれぞれの主体間の関係等は、個々の事業によって異なることに留意する必要があります。

【SIBのスキーム（一例）】

地方公共団体

民間事業者

地域住民等

③サービス提供

資金提供者

中間支援組織

②資金

提供

②資金提供

①委託等

⑥成果払い

①委託等

⑥成果払い

評価機関

⑤評価報告

④成果の評価

⑦成果払いに応じた返済

【PFSのスキーム（一例）】

地方公共団体

民間事業者

地域住民等

①委託等

⑤成果払い

②サービス提供

評価機関

④評価報告

③成果の評価

https://www8.cao.go.jp/pfs/pfstoha.html
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PFS/SIBの効用の紹介

PFS/SIBの活用により、「行政事業の効率化・高品質化」「新規事業や試行的取組の推進」「財
政効果の創出」「成果志向の普及」「産業・民間事業者の育成」等の効用が得られます

✓成果達成状況に連動して支払が行われるため、限られた財源を有効に活用できる。また、設定するテーマや

成果指標によっては行政コスト削減も見込まれる。

財政効果の創出

✓専門的知見を有する民間事業者が成果達成の方策を検討し、かつ成果達成状況に連動して支払が行われ

るため、民間事業者に成果創出のインセンティブが働き、高品質な事業実施が期待される。

行政事業の効率化・高品質化

✓行政課題に対する介入と成果の因果関係等を評価するプロセスを踏むため、客観的かつ論理的なデータの活

用・蓄積が進み、成果志向の行政運営やEBPM（Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案）
の普及が期待される。

成果志向の普及

✓成果達成に関するリスク（主に費用負担）は原則として民間事業者（SIBの場合は資金提供者が負うこと
が一般的）が負うため、地方公共団体は新規事業や試行的な取組を実施しやすい。

新規事業や試行的取組の推進

✓「行政課題解決」という新たなテーマに民間事業者が取り組むことでイノベーションが促進され、新たな産業の

創出が期待される。

産業・民間事業者の育成
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成果連動型民間委託契約方式（PFS：Pay For Success）共通的ガイドラインの紹介

PFS/SIB事業を実施しようとするステークホルダーの共通認識の形成を容易にし、かつ効率
的な事業の実施に資するよう、実務上の一連の手順を解説したガイドラインがあります

《表紙》 内閣府

「成果連動型民間委託

契約方式

（PFS：Pay For Success）
共通的ガイドライン」

https://www8.cao.go.j
p/pfs/guidelines.pdf

アクセス先

資料構成

手順
⚫検討事項

⚫検討事項の解説

先行事例
⚫事業概要・成果指標・事業期

間・契約金額・成果連動支払
額・担当部署

https://www8.cao.go.jp/pfs/guidelines.pdf
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PFS/SIBの検討手順の紹介

PFS/SIB事業の検討にあたっては、①事業の発案、②案件形成、③公募関連資料の作成、
の3フェーズがあり、特に②案件形成において、特有のテクニカルな検討が必要となります

FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

（ア）対象とする行政課題の選定

（ウ）成果指標の選定

（ケ）支払条件の設定（ク）支払上限額の決定
（キ）PFS/SIB事業効果の

算出、評価

（イ）事業目標等の設定

（オ）契約期間の設定
（エ）成果指標の

上限値等の設定

（ス）選定基準等の設定 （セ）PFS/SIB契約の締結

（カ）成果評価の方法

の検討

• 課題の実態把握および課題の深掘り

• PFS/SIBの活用可能性の検討

①

事業の

発案

• 事業対象者層の設定

• PFS/SIB事業実施後の対象者の改善

目標の設定

③

公募関連
資料の

作成

事業開始

• 事業目標を踏まえた成果指標の検討

• 成果指標の測定方法の検討

• 成果評価の対象とする人数の設定

• 成果指標の上限値および下限値の設

定

• 具体的なPFS/SIB事業スケジュール

（実証～評価）の検討

• 事業効果の算出

• 成果改善効率の向上効果の算出

• 予算規模の設定

• 支払上限額の設定

• 財源確保についての検討

• 地方公共団体と民間事業者との契

約締結に向けた契約書案の作成

• 民間事業者を公募するための成果水

準書（仕様書）の作成

• 民間事業者を選定するための、審査

項目、審査基準、配点等の設定

検討内容*検討項目

• 委託費内の成果連動支払額と固定

支払額の設定

• 委託費支払時期の設定

• 事業活動が成果指標値の改善に与

えた影響分を把握するための成果評

価の方法検討

（シ）成果水準書案等

の作成

（コ）実施体制に関する

検討

• 各ステークホルダーの役割整理

• 資金提供者の特定

• 資金提供方式、資金提供者のリスク

とリターンの設定

• 民間事業者を公募するための成果水

準書（仕様書）の作成

（サ）民間事業者の選定

方法

*検討内容の項目は、共通的ガイドラインの検討事項に沿って設定。

②

案件形成
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15.5%

6.0%

20.2%

29.8%

8.3%

9.5%

20.2%

39.3%

10.7%

22.6%

56.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

公募・契約書類の作成が困難

民間資金の調達が困難

PFS/SIB実施にあたり、民間事業者がいない・少ない

自治体内での理解が不足しており、庁内調整が困難

予算の確保が困難（その他）

予算の確保が困難（自治体単独での事業の便益が小さい）

予算の確保が困難（事業の便益の根拠が乏しい）

報酬の支払条件の設定が困難

適正な成果指標・評価方法の設定が困難（その他）

適正な成果指標・評価方法の設定が困難（実施期間中における成果の計測が困難）

適正な成果指標・評価方法の設定が困難（十分な根拠を持った成果指標が見つからない）

PFS/SIBの導入にあたり、課題と感じられている点を選択ください（複数回答可）。

8

事前アンケート結果の共有

課題の上位3位は、「適正な成果指標・評価方法の設定」（56.0%）、「報酬の支払条件
の設定」（39.3%）、「庁内調整」（29.8%）となっています

適正な成果指標・評価方法の設定が困難

（十分な根拠を持った成果指標が見つからない）

報酬の支払条件の設定が困難

地方公共団体内での理解が不足しており、庁内調整が困難

回答者数：84件
（単位：％）

得票率
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地方公共団体が直面している課題

全地方公共団体に対して実施されたアンケートでも、多くの地方公共団体が「成果指標・
評価方法の設定」や「支払条件の設定」が課題であると回答しています

（出典：内閣府「国内におけるPFS事業の取組み状況について（令和4年）」をもとに作成）

59.9%

38.0%

2.1%

【凡例】

：大いに課題である

：課題である

：課題ではない

適切な成果指標・評価方法の設定が

困難な課題であるととらえる団体割合

報酬の支払条件の設定をすることが

困難な課題であるととらえる団体割合

成果報酬を含む予算の確保が

困難な課題であるととらえる団体割合

52.9%
43.6%

3.5
%

44.2%
49.4%

6.4%

適切な民間事業者の確保が
困難であるととらえる団体割合

42.9%

53.6%

3.5%

地方公共団体内や議会関係者の理解が不足
しているととらえる団体割合

27.3%

58.9%

13.7%
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